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第１章 行財政改革前期実行計画の策定にあたって 

 
 
 
  本市では、平成 25 年度から、これからの 10 年のまちづくりの方向性を示
す第 5次総合計画がスタートします。 

  この総合計画の着実な実現に向けて、新たな川西市行財政改革大綱を平成

25年 3月に策定しました。 
  行財政改革大綱は、平成25年度を起点に、平成 34年度までの 10ヵ年を計
画期間として、従来から進めてきた減量をめざした行財政改革にとどまらず、

市の持続的な発展に資する施策に対する重点的な投資や、参画と協働を基本

とした市民と行政の役割分担のあり方など、地域全体の経営という観点から

も思い切った見直しを進めていくために、4本の柱に基づき、取組方針を定め
ています。 

  本計画は、この行財政改革大綱の理念を踏まえ、第5 次総合計画のめざす
都市像である「であい ふれあい ささえあい 輝きつなぐまち」を実現し

ていくための個別計画として、具体的な目標及び取り組みを定めるものです。 
 
 
 
  行財政改革前期実行計画では、行財政改革大綱に掲げる4 本の柱を基本と
します。 

(1) 参画と協働のまちづくりの推進 
(2) 革新し続ける行政経営の推進 
(3) 持続可能な財政基盤の確立 
(4) 機動的な組織体制の構築と人材の育成 

 
 
 
 第5 次総合計画前期基本計画の期間に合わせて取り組むため、計画期間は
平成 25年度から平成 29年度までの 5年間とします。 

 
 
 
  行財政改革前期実行計画の推進にあたっては、各項目（PLAN）の着実な推

１ 策定の趣旨 

２ 基本方針 

３ 計画期間 

４ 進捗管理 
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進（DO）を図り、実行内容の具体的な成果と課題を検証（CHECK）するほ
か、期間中における地方分権改革の進展や法改正等による新たな改革など必

要な取り組みを反映させ、社会情勢の変化に的確に対応し、さらなる改革の

強化（ACTION）を進めていくこととします。 
また、計画に掲げた目標の進捗状況を、毎年、川西市行財政改革審議会に報

告し、外部の視点から検証と意見を受けながら、さらなる改革の取り組みに反

映させていきます。 
 
 
 
  社会情勢等の変化やそれぞれの取り組みの進行状況に適応するために、計

画期間中は、取り組みの新規追加や削除などを柔軟に行うこととし、第 5 次
総合計画における実施計画及び予算編成とも連動させる形で、毎年度、ロー

リングします。 
  
※ 実行計画ローリングイメージ図 

 
 
 
 
行財政改革前期実行計画の取り組みを、市民への説明責任を果たしながら市

民とともに進めることとしており、実行計画の進捗状況を毎年度、市広報誌や

市ホームページなどを通じて公表していきます。 

６ 計画の公表 

５ 計画のローリング 
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第２章 本市の財政状況 

 

 

平成 23年度の決算は、一般会計では基金から繰り入れを行った結果、実質収
支額が 3億 7,375万 1千円の黒字となり、22年度と比較すると 1億 22万円の
減となっています。また、特別会計は６事業合計で 5 億 2,826 万 6 千円の赤字
となっています。 

なお、一般会計、特別会計の決算総括表及び実質収支額の前年度比較は、次

のとおりです。 

 

 

第１－１表　平成23年度（2011年度）決算総括表 （単位：千円）

区　分 歳入決算額 歳出決算額
歳入歳出

差引額

翌年度へ繰り

越すべき財源
実質収支額

22年度実質収

支額
増減

会　計 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）＝（Ａ）-(Ｂ） （Ｄ） （Ｅ）＝（Ｃ）-（Ｄ） （Ｆ） （Ｇ）＝（Ｅ）-（Ｆ）

373,432 473,464 △ 100,032

47,608,391 47,219,642 388,749 14,998 373,751 473,971 △ 100,220

国 民 健 康

保 険 事 業 16,475,44717,182,626△ 707,179 0 △ 707,179△ 679,932△ 27,247

後 期 高 齢者

医 療 事 業 2,008,4101,962,64345,767 0 45,767 70,796△ 25,029

農 業 共 済

事 業 11,838 11,8380 0 0 0 0

介 護 保 険

事 業 9,177,913 9,044,767 133,1460 133,146 184,455 △ 51,309

用 地 先 行
取 得 事 業 2,425,3872,425,387 0 0 0 0 0

中央北地区土地

区画整理事業 1,768,4511,747,02421,427 21,427 0 0 0

特 別 会 計

合 計 31,867,44632,374,286△ 506,84021,427△ 528,266△ 424,681△ 103,585

△ 154,834 48,783 △ 203,617

79,475,837 79,593,928 △ 118,091 36,425 △ 154,515 49,290 △ 203,805

（注）表内において、各項目の合計と合計欄の数値が端数処理により一致しない場合があります。

（注）23年度一般会計実質収支額上段は、翌年度に返還する災害援護資金貸付金（阪神・淡路大震災の被災者への貸付

　　　金）返還金(319千円）を除いた実質収支額です。

一 般 ・ 特 別

一 般 会 計

合 計

特

　
　

別

　

　

会
　

　

計

１ 全会計の財政状況 
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平成 23年度決算では、約 476億円の歳入があり、第 2-2図のとおり 53％が
市税や使用料など本市が自主的に収入する財源であり、この自主財源の割合が

高いほど、行政活動の自主性と安定性が確保できていると言えます。本市の場

合、自主財源の比率が、平成 23 年度には若干回復はしたものの、平成 19 年度
をピークに減少傾向にあり、財政運営上望ましくない状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

歳入の根幹である市税の内訳を見ると、個人市民税については、平成 17年度
から一時上昇はしたものの、平成 20年度から下降が続いています。 
なお、平成 18、19年度に上昇しているのは、定率減税の廃止や所得税から市

民税への税源移譲などによるものです。 

また、法人市民税については、近年では、企業収益の悪化により、平成 19年
度をピークに下降を続け、現在はほぼ横ばいとなっています。 

第２－１図　歳入構成状況

第２－２図　　自主財源の推移

２ 一般会計の歳入の状況 
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一方、固定資産税及び都市計画税については、地価の下落等により平成 18年
度まで下降しており、平成 19 年度、20 年度に新築及び増築家屋の増加や地価
の落ち着き等により一時上昇したものの、下降が続いています。 

 

 

 

 

 

平成 23年度決算では、約 472億円の歳出があり、支出が義務づけされた義務
的経費（人件費、扶助費、公債費）は、下図のとおり約 54％を占めています。 
歳出総額では、平成 22年度より人件費は減少しているものの、義務的経費全

体では大きく増加するとともに、市立川西病院及び川西都市開発株式会社への

貸付金が増加したことなどにより、決算規模は増加しています。 

 

 

第２－３図　　主な税目の推移

性質別経費の構成比

３ 一般会計の歳出の状況 
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(1) 実質単年度収支の状況 

   平成23年度決算においては、実質収支の黒字は確保したものの、前年度
からの繰越金や財政基金の取り崩しなど歳入歳出に含まれる黒字、赤字要

素を控除した実質単年度収支は、3年ぶりに赤字となっています。 

 

 

(2) 経常収支比率 

   平成23 年度の経常収支比率(※1)は、97.4％となっており、前年度より
4.1 ポイント上昇しています。本市の類似団体（※2）と比較しても、依然
として高い水準にあり、財政運営の硬直化が進んでいる状況です。 

   歳入面において、税収の減少による一般財源の減少が、歳出面において

は、公債費や扶助費の増額が比率の上昇に影響を与えています。 

   経常経費の削減を継続して進めるとともに、市債発行の抑制による公債

費の縮減を図っていく必要があります。 

 

※1 経常収支比率とは、団体の財政構造の弾力性を測定する比率であり、経常的に収入さ

れる一般財源（地方税、地方譲与税、地方交付税、臨時財政対策債発行可能額）を分母

に、経常経費（人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、公債費）として支出

する経費に充当する一般財源を分子として算出したものです。 

   この比率が下がるほど投資的事業など臨時的な経費にまわすことができる割合が増え

ることになるため、指標はできるだけ低い方が財政運営の弾力性を高めることになりま

す。 

 

４ 財政状況の分析 
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※2 類似団体とは、国において全国の市町村等を人口や産業構造により 35 類型に分類し
ており、一つの同じ類型に属する団体です。本市の場合、人口 15万人以上の都市で、産
業構造がⅡ次、Ⅲ次 95％以上かつⅢ次 65％以上に分類されています。 
 

 
 

 

  

 

今後の財政状況については、別途作成している中期財政収支計画の計画期間

のうち、平成 25年度から 29年度について、次のとおり推計しています。 
 歳入においては、納税者人口の減少による市税収入の減少や、社会保障・税

一体改革による財源増を見込んでいます。 

 一方、歳出においては、後述する職員定数管理計画に基づく職員数の減は、

すでに人件費に織り込んでいます。 

その結果、平成 25年度から 29年度の 5年間での収支不足額は 49億円となっ
ており、この収支不足の改善を図るために本計画における行財政改革を推進し

ていきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

５ これからの財政状況 
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,
7
0
6

障
害
者
福
祉

5
9
0

6
8
7
1
6
.
4

7
0
4
2
.
5

7
2
1
2
.
4

7
4
0
2
.
6

7
5
8
2
.
4

7
7
8
2
.
6

3
,
7
0
1

障
害
者
医
療
費
助
成

1
7
6

2
0
1
1
4
.
2

2
0
1
0
.
0

2
0
1
0
.
0

2
0
1
0
.
0

2
0
1
0
.
0

2
0
1
0
.
0

1
,
0
0
5

2
9
1

3
3
0
1
3
.
4

3
3
0
0
.
0

3
3
0
0
.
0

3
3
0
0
.
0

3
3
0
0
.
0

3
3
0
0
.
0

1
,
6
5
0

高
齢
者
福
祉

2
6
8

3
0
9
1
5
.
3

3
0
9
0
.
0

3
0
9
0
.
0

3
0
9
0
.
0

3
0
9
0
.
0

3
0
9
0
.
0

1
,
5
4
5

老
人
医
療
費
助
成

2
3

2
1
△
 
8
.
7

2
1

0
.
0

2
1

0
.
0

2
1

0
.
0

2
1

0
.
0

2
1

0
.
0

1
0
5

8
4
3

9
5
9
1
3
.
8

9
5
9
0
.
0

9
5
9
0
.
0

9
5
9
0
.
0

9
5
9
0
.
0

9
5
9
0
.
0

4
,
7
9
5

一
般
行
政
経
費

1
6
,
2
6
8

1
6
,
0
5
4

△
 
1
.
3

1
6
,
1
2
20
.
4

1
6
,
1
8
30
.
4

1
5
,
9
1
2

△
 
1
.
7

1
5
,
7
6
2

△
 
0
.
9

1
5
,
4
2
6

△
 
2
.
1

7
9
,
4
0
5

8
,
6
4
1

8
,
2
6
2
△
 
4
.
4

8
,
1
3
8

△
 
1
.
5

8
,
0
6
9

△
 
0
.
8

7
,
9
2
1

△
 
1
.
8

7
,
7
9
6

△
 
1
.
6

7
,
5
8
4

△
 
2
.
7

3
9
,
5
0
8

物
件
費

3
,1
1
1

3
,
1
4
21
.
0

3
,
0
8
4

△
 
1
.
8

3
,
1
5
82
.
4

3
,
0
8
4

△
 
2
.
3

3
,
0
8
40
.
0

3
,
0
8
40
.
0

1
5
,
4
9
4

維
持
補
修
費

3
4
6

3
5
2
1
.
7

3
5
0△
 
0
.
6

3
5
0
0
.
0

3
5
0
0
.
0

3
5
0
0
.
0

3
5
0
0
.
0

1
,
7
5
0

補
助
費
等

4
,1
5
9

4
,
2
8
73
.
1

4
,
5
3
95
.
9

4
,
5
9
51
.
2

4
,
5
4
6

△
 
1
.
1

4
,
5
2
1

△
 
0
.
5

4
,
3
9
7

△
 
2
.
7

2
2
,
5
9
8

通
常
分

8
3
6

7
2
6△
 1
3
.
2

7
2
5△
 
0
.
1

7
2
4△
 
0
.
1

7
2
5
0
.
1

7
2
5
0
.
0

7
2
5
0
.
0

3
,
6
2
4

都
市
整
備
公
社
（
中
央
北
地
区
整
備
事
業
）

8
1
6

7
8
6
△
 
3
.
7

9
9
1
2
6
.
1

9
7
4△
 
1
.
7

9
5
6△
 
1
.
8

9
3
9△
 
1
.
8

9
2
2△
 
1
.
8

4
,
7
8
2

猪
名
川
上
流
広
域
ご
み
処
理
施
設
組
合

1
,2
7
0

1
,
7
2
63
5
.
9

1
,7
2
6
0
.
0

1
,
7
2
60
.
0

1
,
7
2
60
.
0

1
,
7
2
60
.
0

1
,
7
2
60
.
0

8
,
6
3
0

下
水
道
事
業

1
,2
3
7

1
,
0
4
9

△
 1
5
.
2

1
,0
9
7
4
.
6

1
,
1
7
16
.
7

1
,
1
3
9

△
 
2
.
7

1
,
1
3
1

△
 
0
.
7

1
,
0
2
4

△
 
9
.
5

5
,
5
6
2

繰
出
金
（
農
業
共
済
事
業
）

1
1

1
1

0
.
0

1
1

0
.
0

1
1

0
.
0

1
1

0
.
0

1
1

0
.
0

1
1

0
.
0

5
5

投
資
的
経
費

3
6
7

4
9
5
3
4
.
9

1
5
0△
 6
9
.
7

1
5
0
0
.
0

1
5
0
0
.
0

1
5
0
0
.
0

1
5
0
0
.
0

7
5
0

実
施
計
画
経
費

－
7
7

－
6
2
7
7
1
4
.
3

5
9
3△
 
5
.
4

5
4
0△
 
8
.
9

5
3
2△
 
1
.
5

5
2
3△
 
1
.
7

2
,
8
1
5

－
－

－
5
0
0

－
5
0
0
0
.
0

5
0
0
0
.
0

5
0
0
0
.
0

5
0
0
0
.
0

2
,
5
0
0

－
7
7

－
1
2
7
6
4
.
9

9
3△
 
2
6
.
8

4
0△
 
5
7
.
0

3
2△
 
2
0
.
0

2
3△
 
2
8
.
1

3
1
5

1
,
2
9
4

1
8
7△
 8
5
.
5

0
△
 1
0
0
.
0

0
－

0
－

0
－

0
－

0

5
,7
7
0

5
,
1
7
2

△
 1
0
.
4

5
,8
2
3
1
2
.
6

5
,6
0
0△
 
3
.
8

5
,
6
0
80
.
1

4
,
9
9
8

△
 1
0
.
9

5
,2
8
7
5
.
8

2
7
,
3
1
6

歳
出
合
計
Ｂ

3
3
,
7
8
2

3
2
,
7
0
4

△
 
3
.
2

3
3
,
6
2
82
.
8

3
3
,
6
1
70
.
0

3
3
,
4
0
1

△
 
0
.
6

3
2
,
8
5
1

△
 
1
.
6

3
3
,
1
0
30
.
8

1
6
6
,
6
0
0

1
6
4
,
0
0
2

2
,
5
9
8

1
0
,
0
2
0

9
,
7
4
4
△
 
2
.
8

9
,
6
2
0

△
 
1
.
3

9
,
5
5
1

△
 
0
.
7

9
,
4
0
3

△
 
1
.
5

9
,
2
7
8

△
 
1
.
3

9
,
0
6
6

△
 
2
.
3

4
6
,
9
1
8

3
2
,
9
5
5

3
3
,
3
2
0

3
3
,
1
9
4

3
2
,
9
4
0

3
2
,
2
6
4

△
 
2
5
1

3
0
8

4
2
3

4
6
1

5
8
7

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
3
～
H
2
7
　
合
計

△
 
1
,
3
0
6

△
 
7
1
5

△
 
1
,
6
5
1

△
 
1
,
2
9
8

△
 
1
,
0
7
4

△
 
3
6
4

△
 
5
1
9

△
 
4
,
9
0
6

△
 
2
,
4
1
3

△
 
2
,
4
9
3

0
0

1
7
0

3
4
8

6
8

1
0
8

1
2
1

8
1
5

4
8
5

3
3
0

1
,
6
8
0

7
1
5

1
,
4
8
1

9
5
0

1
,
0
0
6

2
5
6

3
9
8

4
,
0
9
1

2
,
3
2
7

1
,
7
6
4

3
7
4

0
0

0
0

0
0

0

3
,
8
2
2

5
,
8
0
3

4
,
1
9
5

2
,
2
7
9

7
9
3

5
2
4

1
1
6

歳
出

全
基

金
残

高

【
再
掲
】
人
件
費
（
社
会
保
障
経
費
含
む
）

貸
付
金
・
積
立
金
・
出
資
金
等

健
康
づ
く
り

子
ど
も
関
連
施
策

医
療
・
介
護

人
件
費

【
保
育
所
・
幼
稚
園
・
保
健
セ
ン
タ
ー
職
員
人
件
費
（
全
て
事
務
職
以

外
）
は
、
社
会
保
障
経
費
に
計
上
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
除
く
】

障
害
者
福
祉

高
齢
者
福
祉

Ｈ
２
８

Ｈ
２
９

Ｈ
２
５
～
２
９
ま
で
の

５
年
間
合
計
①

通
常
計
画
分

中
央
北
地
区
整
備
事
業

公
債
費
（
地
方
債
元
利
償
還
金
）

1
,5
2
8

５
年
間
の
増
減
比
較

社
会
保
障
経
費

生
活
保
護
・
要
保
護
児
童
等
就
学
援
助

前
回
収
支
計
画

増
減
額

実
質

収
支

Ｆ
＝

Ｃ
+

Ｄ
+

Ｅ

基
金

繰
入

額
Ｅ

Ｈ
２
４
決
算
見
込
み

前
回
収
支
計
画

増
減
額

Ｈ
２
３
決
算

歳
入

歳
出

差
引

Ｃ
＝

Ａ
－

Ｂ

行
財

政
改

革
効

果
目

標
額

Ｄ

Ｈ
２
３
決
算

Ｈ
２
８

Ｈ
２
９

比
較

①
－
②

Ｈ
２
４
決
算
見
込
み

（
単
位
：
百
万
円
）

歳
入

Ｈ
２
５

Ｈ
２
６

Ｈ
２
６

Ｈ
２
５

4
8

５
年
間
の
増
減
比
較

前
年
度
作
成
計
画
で
の

H
２
５
～
２
９
の
５
年
間
合
計
②

Ｈ
２
７

Ｈ
２
７

Ｈ
２
５
～
２
９
ま
で
の

５
年
間
合
計
①

前
年
度
作
成
計
画
で
の

H
２
５
～
２
９
の
５
年
間
合
計
②

比
較

①
－
②

前
年
度
作
成
計
画
で
の

H
２
５
～
２
９
の
５
年
間
合
計
②

比
較

①
－
②

中
期
財
政
収
支
計
画
推
計
表

前
年
度
作
成
中
期
財
政
収
支
計
画
との
比
較

（平
成
２５
年
度
～
２９
年
度
の
５年
間
）

今
回

前
回

比
較

人
件
費

4
6
,
9
1
8

4
6
,
4
6
7

4
5
1

物
件
費

2
0
,
5
5
9

2
0
,
2
7
3

2
8
6

維
持
補
修
費

1
,
7
5
0

1
,

5
0
0

2
5
0

扶
助
費

1
6
,
4
9
0

1
5
,
0
5
0

1
,
4
4
0

補
助
費
等

3
7
,
1
3
6

3
7
,
1
2
7

9

繰
出
金

1
2
,
8
6
9

1
2
,
7
2
4

1
4
5

投
資
的
経
費

7
5
0

7
5
0

0

実
施
計
画
経
費

2
,
8
1
5

2
,

9
1
5

△
 
1
0
0

公
債
費

2
7
,
3
1
6

2
7
,
1
9
7

1
1
9

※
社
会
保
障
経
費
へ
の
振
替
前
を
ベ
ー
ス

社会
保障
経費
の増
額見
込み
（H
24
年度
とH
29
年度
の比

較）

Ｈ2
4

Ｈ2
9

増額

子ど
も関
連施
策

2,
86
0

2,
86
0

0

医療
・介
護

4,
77
7

5,
27
4

49
7

生活
保護
・要
保護
児童

等就
学援
助

90
5

1,
31
5

41
0

障害
者福
祉

88
8

97
9

91

高齢
者福
祉

33
0

33
0

0

健康
づく
り

95
9

95
9

0

合計
10
,7

19
11
,7

17
99
8

8



（
単
位
：
千
円
）

H
2
0
年
度

3
7
,
2
5
4

2
0
4
,
6
0
3

3
6
,
9
1
8

0
0

4
5
,
3
8
6

0
9
,
5
4
7

0
3
3
3
,
7
0
8

H
2
1
年
度

7
1
,
7
5
9

3
8
6
,
6
9
1

8
3
,
7
2
3

1
1
2
,
9
0
0

0
6
1
,
4
9
3

5
8
,
0
0
0

5
5
,
7
2
1

0
8
3
0
,
2
8
7

H
2
2
年
度

8
0
,
3
8
8

5
3
0
,
6
9
1

8
6
,
7
2
3

9
2
,
9
0
0

0
1
6
9
,
6
6
5

5
8
,
0
0
0

6
5
,
7
2
1

0
1
,
0
8
4
,
0
8
8

H
2
3
年
度

8
0
,
5
4
9

5
4
1
,
6
9
1

8
6
,
7
2
3

9
2
,
9
0
0

0
1
5
8
,
0
7
7

5
8
,
0
0
0

7
5
,
7
2
1

0
1
,
0
9
3
,
6
6
1

H
2
4
年
度

8
0
,
6
5
8

5
3
9
,
6
9
1

8
6
,
7
2
3

2
3
2
,
9
0
0

0
1
5
0
,
6
6
4

5
8
,
0
0
0

7
5
,
7
2
1

0
1
,
2
2
4
,
3
5
7

H
２
０
年
度

3
4
,
3
6
3

2
8
2
,
2
9
4

8
,
0
9
2

0
0

6
1
,
3
6
3

4
0
,
0
0
0

1
1
,
6
7
2

0
4
3
7
,
7
8
4

H
２
１
年
度

1
2
4
,
8
1
8

4
7
2
,
6
1
8

5
9
,
8
6
6

2
7
,
9
4
0

0
8
4
,
1
6
6

4
0
,
0
0
0

2
5
,
4
6
5

0
8
3
4
,
8
7
3

H
２
２
年
度

1
7
0
,
9
0
3

4
8
2
,
8
0
4

7
4
,
1
4
8

2
7
,
7
9
9

1
0
2

1
3
8
,
2
0
0

4
7
,
6
0
7

3
1
,
2
5
9

0
9
7
2
,
8
2
2

H
２
３
年
度

2
1
4
,
8
2
6

3
9
3
,
4
4
6

7
4
,
1
0
9

9
,
5
7
1

1
0
2

1
2
1
,
4
1
2

4
7
,
6
0
7

4
6
,
4
7
9

0
9
0
7
,
5
5
2

H
２
４
年
度

1
8
2
,
5
5
2

3
2
0
,
7
3
4

1
0
0
,
2
8
9

3
1
,
9
5
2

1
0
2

5
6
,
8
3
5

4
7
,
6
0
7

5
6
,
2
7
0

0
7
9
6
,
3
4
1

7
2
7
,
4
6
2

1
,
9
5
1
,
8
9
6

3
1
6
,
5
0
4

9
7
,
2
6
2

3
0
6

4
6
1
,
9
7
6

2
2
2
,
8
2
1

1
7
1
,
1
4
5

0
3
,
9
4
9
,
3
7
2

2
0
7
.
5

8
8
.
6

8
3
.
1

1
8
.
3

-
7
8
.
9

9
6
.
0

6
0
.
6

-
8
6
.
5

※
　
Ｈ
２
０
年
度
か
ら
２
３
年
度
は
実
績
、
Ｈ
２
４
年
度
は
Ｈ
２
４
年
度
当
初
予
算
段
階
で
の
効
果
額
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

　 　
平
成

20
年
度
か
ら

24
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と
す
る
直
近
の
計
画
の
進

捗
状
況
を
見
る
と
、

5年
間
の
目
標
効
果
額
を
当
初
約

45
億
円
と
し

て
い
ま
し
た
が
、
事
務
事
業
の
見
直
し
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
一
定
の
成
果
が
出
て
い
る
も
の
の
、
民
間
委
託
等
の
推
進
が
鈍
化
し
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
約

39
億
円
（
未
利
用
公
有
地
の
売
却
を
除
く
）
の
効
果
額
と
な
る
見
込
み
で
す
。

○
未
利
用
公
有
地

の
貸
付

○
公
的
資
金
に
よ
る

地
方
債
の
借
り
換
え

に
よ
る
公
債
費
の
縮

減 な
ど

○
来
院
者
駐
車
場

の
見
直
し

な
ど

○
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
及
び
社
会
福

祉
協
議
会
の
体
制

見
直
し

○
社
会
福
祉
協
議

会
と
社
会
福
祉
事
業

団
の
統
合
に
よ
る
効

率
化

な
ど

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
更

新
の
即
時
性
の
向

上 ○
広
報
誌
の
冊
子

化
に
よ
る
広
報
の
充

実

主
な
取
り
組
み
内
容

○
小
・
中
・
特
別
支

援
学
校
の
パ
ソ
コ
ン

リ
ー
ス
期
間
の
見
直

し ○
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間
：
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成
2
0
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2
4
年
度
)
の
取
組
状
況
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第３章 職員定数管理計画 

 

 

簡素で効率的な組織機構と職員の適正配置に努めるとともに、社会情勢の

変化による新たな行政課題に即応できる、市民に分かりやすい組織機構とな

るよう部課等の再編をはじめ、職員定数についても適正化を図る必要があり

ます。 

そのため、引き続き職員定数管理計画を策定し、行財政改革を推進する重

要項目として適格な管理を行います。 

 

 

 

(1) これまでの計画（平成15年度から平成24年度） 
これまでの計画は、第 4次総合計画と同じ 15年度から 24年度までの 10

ヵ年とし、水道局及び市立川西病院の公営企業会計を除き、常時勤務する一

般職の職員（(1)において以下、「正職員」という。）及び短時間勤務再任用

職員（(1)において以下、「再任用職員」という。）を対象としています。 

また、正職員の計画の目標は、14 年度当初の職員数 1,201 人を起点とし
て、24 年度には 1,001 人とし、200 人(16.7％)を減員することとしていま
したが、計画の進捗状況は、24 年度において、959 人となっており、242
人(20.1％)の減員をしています(図1)。 
一方、再任用職員については、14 年度の 12 人を起点として、24 年度に

は117人とし、105人を増員する計画としていましたが、計画の進捗状況は、

24年度において、91人となっており、79人の増員となっています（図 2）。 
 なお、図3は正職員及び再任用職員の合計を表しています。 

 

【図1】 

 

 

１ 職員定数管理計画の目的 

２ 計画内容 
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【図2】 

 

 
【図3】 

 

 

(2) これからの計画（平成25年度～平成34年度） 
   今回策定する計画の期間は、第5次総合計画と同じ 25年度から 34年度

までの 10ヵ年とし、その対象は、これまでの計画とは異なり、下水道事業
が地方公営企業法の全部適用となったことから、上下水道局及び市立川西

病院の公営企業会計を除き、常時勤務する一般職の職員（(2)において以下、

「正職員」という。）及び短時間勤務再任用職員（(2)において以下、「再任

用職員」という。）としています。 

また、正職員の計画の目標は、24年度当初の職員数 935人を起点として、
34年度には 899人とし、36人(3.9％)の減員をすることとしています(図4)。 
一方、再任用職員については、24 年度当初の職員数 87 人を起点として

34年度には 74人とし、13人(14.9％)の減員を計画しています(図4)。 
正職員と再任用職員の合計では、24 年度当初の職員数 1,022 人を起点と

して、34年度には 973人とし、49人(4.8％)の減員を計画しています（図4）。 
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今後、法に基づく権限移譲や市民ニーズに応じた新たな施策の実施など、

人員の配置が特に必要であると認める場合は、弾力的に運用を図っていくも

のとします。 

【図4】 

 
 

 

 

    平成23 年度当初の人口 1 万人あたりの職員数を、本市類似団体の平均と
比較すると、少ない職員数であることがわかります（図 5及び図 6）。 

【図5】              【図6】 

 
 
※ 

 

《全職員》
＜普通会計＞

法定の
特別会計

企業会計
教育・消防

議会・総務・税務・労働・農林水産・商工・土木
民生・衛生

【公営企業等会計】
【一般行政】 【特別行政】

３ 類似団体との比較 
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第４章 具体的取組項目 

行財政改革大綱の 4 本の柱に基づき、それぞれについて目標を掲げ、行財政
改革の取り組みを進めていきます。 

計画期間中における行財政改革実行項目の効果額の合計は、概ね 8 億 2,000
万円を見込んでいます。 

 なお、項目については、現時点で効果額を計上できないものも含んでいます。 
 
 
 
 

（１） 参画と協働の仕組みの構築 

① 地域分権制度の創設 
地域住民が主体的に地域課題の解決にあたるため、一定の権限と財源を 

地域へ移譲する「地域分権制度」を創設します。 

② 市民協働提案事業の実施 

市民公益活動を支援するとともに市民等との協働を推進するため、市民 

公益活動団体等から提案された公共的な取り組みに対し助成等を行います。 

③ 地区公民館の地域での運営の検討 
公民館を地域で運営することにより、地域の実情にあった利用を推進する

ための方策を検討します。 

 
（２）補助金のあり方 

既存補助金の整理と新たな仕組みの構築 

      市が任意に支出している補助金については、補助金の統合など、目的達
成に向けた効果を十分に発揮できるよう検討を進めるとともに、その目的と

効果を検証するなど、補助金の整理合理化を推進します。 
    また、市民公益活動を支援する新たな仕組みを構築します。 

 
 
 

（１） 民間の活用 

① 事業者と協働した「市民べんり帳」等の作成       1,050千円 
    隔年発行の「市民べんり帳」等について、民間事業者との連携により、

印刷経費を抑制しつつ市民サービスの向上に努めます。 
 

１ 参画と協働のまちづくりの推進 

２ 革新し続ける行政経営の推進 
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②  保健センターにおける各種検診受付業務の民間委託等の検討 
                              10,800千円 

    受付業務にOA システムを導入することにより、民間委託を視野に入
れた事務の円滑化を図ります。 

③ 保育サービス等における民間活用の推進 
     保育サービス等において、民間事業者の活用により、民間活力の推進

に努めます。 

 

【本市における民間の活用例】 

※ ＰＦＩ方式導入における従来方式との比較 

PFIの導入については、平成 25年度から「中央北地区推進事業」、平成 26年度から
「学校耐震化・大規模改造事業」について実施します。 

   この事業による従来の事業費とPFI導入による事業費の差額（VFM）は、行財政改
革実行項目の効果額には算入していません。 

PFI方式の導入により、民間活力を活かすことで、市民サービスの質的向上につなげ
ていきます。 

                            (単位：百万円) 

事業名 従来方式 PFI方式 差 引 

学校耐震化・ 

大規模改造事業 
2,775.7 2,660.2 115.5 

中央北整備事業 1,590.8 1,548.6 42.2 

  

 事業費は、工事費や維持管理費、市債の償還など歳出と、国庫補助金や起債の借入

など歳入とを相殺した市負担分を計上しています。 

 金額は、現在価値換算した数値です。 

 

※ ＰＦＩとは、Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシア
ティブ）の略で、公共施設等の整備にあたって、民間の資金と創意工夫を活用するこ

とにより、効率的で質の高い公共サービスの提供を図るものです。 
 
（２）ＩＣＴ技術の活用 

  ① 住民票等のコンビニ交付など市民サービスの向上の推進 

    住民票等の証明書について、コンビニエンスストアでの交付を検討する

など、市民サービスの向上に努めます。 
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② ＩＣＴの技術の活用による機器の集約化やサービス利用の推進 

    仮想化等の最新技術を活用し、機器等の資源の省電力化・集約化を進め

るほか、クラウド・ASP等のサービス利用を検討します。 
 

※ ICT…Information and Communication Technology（情報通信技術） 
※ クラウド…地方公共団体が情報システムを自分たちの庁舎で保有・管理する

ことに代えて、外部データセンター（「雲(ｸﾗｳﾄﾞ)の“向こう側”」）

において保有・管理し、通信回線を経由して利用できるようにす

る取組み 

※ ASP…Application Service Provider（ネットワークを通じて、アプリケーシ 
ョンソフトウェアや付随するサービスを顧客に提供する事業者） 

 

（３）組織力の強化 

    ① 経営品質向上プログラムの実施 

      経営品質向上プログラムを実施し、機動的な組織づくりをめざします。

② 再任用職員による組織力の強化 

    制度改正等を踏まえつつ、経験と専門知識を有する再任用職員の有効な

配置に努め、能力を最大限に活かしていきます。 

 

（４） 環境への配慮 

① エコアクション２１等認証・登録支援の実施 

（必要経費）  2,850千円 
    ISO、エコアクション 21などの制度を利用し、企業の環境意識の高揚を

図ります。 

② 低炭素のまちづくりの推進 

   二酸化炭素の発生を抑える「低炭素まちづくり計画」の策定など、環境

に配慮したまちづくりをめざします。 

 

 

 

 

（１）効率的で効果的な行政サービスの提供 

  ① 適正な給与体系に向けて段階的な整理 

    給与体系の適正化を図るため、段階的整理を検討します。 

② おでかけ促進事業助成金の見直し              130,557千円 

    おでかけ促進事業助成金を 3,000円から 2,000円に見直します。 

３ 持続可能な財政基盤の確立 
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③ 検診用機器のリース期間の延長               12,100千円 
    検診用機器のリース延長を実施することで、経費の縮減に努めます。 

④ 小型店活性化事業の見直し                 1,575千円 
    経営塾、個別指導の見直しを実施します。 

 

⑤ 全庁共通購入物品の単価統一の検討 

集中購入を廃止した庁内共通で購入する事務用文具等の物品について、

実態を調査したうえで単価統一の方策を検討します。 

⑥ 電力自由化に伴う入札の実施 

    電力自由化に伴い、特定規模電気事業者を含めた電力調達の入札を検討

します。 

⑦ その他効率的で効果的なサービスの提供            78,004千円 
 

（２）歳入の確保 

  ① 市の債権回収体制及び納税環境整備の推進         26,000千円 
      市の債権回収の確保に向けた体制の強化を進めるとともに、納税環境の

整備を図ります。 

② 花火大会の企業協賛の実施                  820千円 
    企業からの協賛金を募り、実施経費の一部に充当します。 

③ 駅前デッキなど公共施設のネーミングライツの導入       1,835千円 
    駅前デッキや公共施設の愛称を募集し、歳入の確保に努めます。 

④ 未利用公有地や公共施設を利用した太陽光発電システムの設置  

                             15,000千円 
    未利用公有地などを利用し、太陽光発電システムを設置します。 

⑤ 公共施設を利用した広告料収入の検討              6,000千円 
    公共施設を利用した広告料の収入を検討します。 

⑥ 川西能勢口駅周辺駐輪場の拡大による道路占用料の確保    10,368千円 
     川西能勢口駅周辺の路上駐輪場の拡大により、道路占用料の確保に努め

ます。 

⑦ ふるさとづくり寄附金の推進 

市ふるさとづくり寄附金条例の趣旨をふまえ、魅力ある市の特産物等の

PRと合わせ、寄付の促進を図ります。 
⑧ 自動販売機の設置 

公共施設の再配置に伴い、新たな自動販売機の設置については、入札

方式を検討していきます。 

⑨ その他の歳入の確保                    5,777千円 
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（３）広域行政の推進 

    消防広域化の推進 

    宝塚市及び猪名川町との消防機能の広域化を推進します。 

 

（４）外郭団体等の適正化 

    外郭団体への派遣職員の見直し             15,945千円 
    外郭団体への派遣職員の見直しを検討します。 

 

（５）公有財産等の長寿命化と有効活用 

  ① 市有地の売却・貸付の検討                  426,060千円 
    市有地の売却・貸付について検討を進めます。 

② 長寿命化計画に基づいた適切な施設の維持管理 

    長寿命化計画に基づき、橋りょう、公園などの施設について、適切な維 

持管理を実施します。 

  ③ 公共施設のあり方の検討 

   公共施設のあり方について、総合的にとりまとめたあり方を検討します。 

 

 

 

（１）定員管理等の適正化と機動的な組織編成 

  ① 時代に対応した組織体制の見直し 

    総合計画の実現に向けた組織の再編を実施します。 

② 直営地域包括支援センターのあり方の検討           76,000千円 
    地域包括支援センターのあり方を検討していきます。 

 

（２）人材育成の推進 

  ① 人事評価制度の構築 

    平成 24年度から試行している人事評価制度について、平成 25年度以降
についても引き続き試行し、人材育成を目的とした人事評価制度の構築を

めざします。 

② 人材育成基本方針に基づいた職員研修の実施 

    人材育成基本方針に基づいた職員研修を実施し、より良い人材の育成に

努めます。 

 

 

４ 機動的な組織体制の構築と人材の育成 

行財政改革実行項目効果額      総合計 815,041千円 
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Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

 １　参画と協働のまちづくりの推進

（１）　参画と協働の仕組みの構築

① 地域分権制度の創設 － － － － － －

② 市民協働提案事業の実施 － － － － － －

③ 地区公民館の地域での運営の検討 － － － － － －

小計 － － － － － －

（２）　補助金のあり方

① 既存補助金の整理と新たな仕組みの構築 － － － － － －

小計 － － － － － －

 ２　革新し続ける行政経営の推進

（１）　民間の活用

① 事業者と協働した「市民べんり帳」等の作成 － － 350 350 350 1,050

②
保健センターにおける各種検診受付業務の
民間委託等の検討

－ － △ 3,200 7,000 7,000 10,800

③ 保育サービス等における民間活用の推進 － － － － － －

小計 － － △ 2,850 7,350 7,350 11,850

（２）　ＩＣＴ技術の活用

①
住民票等のコンビニ交付など市民サービス
の向上の推進

－ － － － － －

②
ＩＣＴの技術の活用による機器の集約化や
サービス利用の推進

－ － － － － －

小計 － － － － － －

（３）　組織力の強化

① 経営品質向上プログラムの実施 － － － － － －

②
短時間勤務再任用職員による組織力の強
化

－ － － － － －

小計 － － － － － －

【Ｈ２５～Ｈ２９までの行財政改革取組予定項目一覧】

（単位：千円）

項　　　　　目
年　　　度

計

※　「－」は計画期間中に取り組む予定としているが、効果額が発生しない、または、現時点で効果額
　を計上できない項目
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Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
項　　　　　目

年　　　度
計

（４）　環境への配慮

① エコアクション２１等認証・登録支援の実施 △ 570 △ 570 △ 570 △ 570 △ 570 △ 2,850

② 低炭素のまちづくりの推進 － － － － － －

小計 △ 570 △ 570 △ 570 △ 570 △ 570 △ 2,850

 ３　持続可能な財政基盤の確立

（１）効率的で効果的な行政サービスの提供

① 適正な給与体系に向けて段階的な整理 － － － － － －

② 小型店活性化業務の見直し 315 315 315 315 315 1,575

③ おでかけ促進事業助成金の見直し 24,450 25,441 26,323 26,895 27,448 130,557

④ 検診用機器のリース期間の延長 7,565 7,565 △ 210 △ 1,410 △ 1,410 12,100

⑤ 電力自由化に伴う入札の検討 － － － － － －

⑥ その他 596 596 13,100 25,604 38,108 78,004

小計 32,926 33,917 39,528 51,404 64,461 222,236

（２）　歳入の確保

① 税の納付方法の検討 － － 8,600 8,700 8,700 26,000

②
川西能勢口駅周辺駐輪場の拡大による道
路占用料の確保

218 1,870 2,760 2,760 2,760 10,368

③ 公共施設を利用した広告料収入の検討 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000

④
駅前デッキなど公共施設のネーミングライ
ツの導入

367 367 367 367 367 1,835

⑤
花火大会の企業協賛の実施（スポンサー付
花火の実施）

－ 205 205 205 205 820

⑥
未利用公有地、公共施設を利用した太陽光
発電システムの設置

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000

⑦ その他 △ 1,637 41 △ 9,309 8,341 8,341 5,777

小計 3,148 6,683 6,823 24,573 24,573 65,800

（３）　広域行政の推進

① 消防広域化の推進 － － － － － －

小計 － － － － － －

（４）　外郭団体等の適正化

① 外郭団体への派遣職員の見直し － － 5,315 5,315 5,315 15,945

小計 － － 5,315 5,315 5,315 15,945

19



Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
項　　　　　目

年　　　度
計

（５）　公有財産等の長寿命化と有効活用

① 市有地の売却・貸付の検討 134,000 288,640 1,140 1,140 1,140 426,060

②
長寿命化計画に基づいた施設の適切な維
持管理

－ － － － － －

③ 公共施設のあり方の検討 － － － － － －

小計 134,000 288,640 1,140 1,140 1,140 426,060

 ４　機動的な組織体制の構築と人材の育成

（１）　定員管理等の適正化と機動的な組織編成

① 時代に対応した組織体制の見直し － － － － － －

② 直営地域包括支援センターのあり方の検討 － 19,000 19,000 19,000 19,000 76,000

小計 － 19,000 19,000 19,000 19,000 76,000

（２）　人材育成の推進

① 人事評価制度の構築 － － － － － －

②
人材育成基本方針に基づいた職員研修の
実施

－ － － － － －

小計 － － － － － －

169,504 347,670 68,386 108,212 121,269 815,041合　　　　　　　計
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